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平
成
27　
・
28　
年
度
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
の
追
加
受
付

　

平
成
27
・
28
年
度
の
市（
水
道
事
業
を

含
む
）
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る

業
者
の
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の
追

加
受
付
を
つ
ぎ
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

有
効
期
間　

平
成
28
年
4
月
1
日
～
平

成
29
年
3
月
31
日

【
申
請
手
続
き
】　

①
維
持
管
理
等
、
物
品
供
給
等

申
請
期
間　

平
成
28
年
1
月
7
日（
木
）～

29
日（
金
）
午
前
9
時
～
11
時
30
分
、

午
後
1
時
～
4
時

※
土
曜
・
日
曜
、
祝
日
は
除
く

対
象　

市
に
新
た
に
登
録
を
希
望
す
る

事
業
所
な
ど

申
請
方
法　

財
政
課
へ
持
参
ま
た
は
郵

送（
〒
3
4
0
‐
0
1
9
2
幸
手
市

東
4
‐
6
‐
8
幸
手
市
役
所
財
政
課
）

提
出
書
類　

平
成
27
・
28
年
度
競
争
入

札
参
加
資
格
審
査
申
請
書（
市
指
定

様
式
）、
添
付
書
類
、
市
が
発
行
す

る
市
税
の
完
納
証
明
書（
市
内
業
者

の
み
）

※
申
請
書
お
よ
び
添
付
書
類
様
式
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

②
建
設
工
事
、
設
計
・
調
査
・
測
量
、

土
木
施
設
維
持
管
理

申
請
期
間　

　

新
規
／
平
成
28
年
1
月
4
日（
月
）
～

1
月
22
日（
金
）

　

追
加
／
平
成
28
年
1
月
4
日（
月
）
～

1
月
29
日（
金
）

対
象

　

新
規
／
埼
玉
県
電
子
入
札
共
同
シ
ス

テ
ム
参
加
自
治
体
に
新
た
に
登
録

を
希
望
す
る
事
業
所

　

追
加
／
す
で
に
登
録
が
あ
る
事
業
所

で
申
請
自
治
体
、
業
種
、
業
務
な

ど
の
追
加
を
希
望
す
る
事
業
所

申
請
方
法　

県
入
札
審
査
課
へ
郵
送

（
〒
3
3
0
‐
9
3
0
1
さ
い
た
ま

市
浦
和
区
高
砂
3
‐
15
‐
1
埼
玉

県
入
札
審
査
課
入
札
参
加
資
格
審

査
担
当
）

提
出
書
類　

平
成
27
・
28
年
度
競
争
入

札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
、
添
付

書
類
、
市
が
発
行
す
る
市
税
の
完

納
証
明
書（
市
内
業
者
の
み
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
追
加
申
請
の
手

引
き
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

※
追
加
申
請
の
手
引
き
、
申
請
に
伴

う
関
係
書
類
お
よ
び
記
入
例
は
、

県
入
札
審
査
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
s
a
i
t
a
m
a
.

l
g
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
a
0
2
1
2
/
i
n
d
e
x
.

html

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

問
合
せ　

財
政
課　

内
線
2
5
4
・


（
43
）3
7
8
3

固

定

資

産

の

届

出

　

平
成
28
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、
平

成
28
年
1
月
1
日
現
在
の
状
況
を
基
に

課
税
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
12
月
末
日
ま
で
に
つ
ぎ
の

よ
う
な
土
地
・
家
屋
の
異
動
が
あ
る
人

は
、
届
出
書
な
ど
が
必
要
な
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
土
地
の
利
用
状
況
が
変
わ
っ
た
場
合

（
畑
を
駐
車
場
に
し
た
場
合
な
ど
）

○
家
屋（
居
宅
、
物
置
、
車
庫
な
ど
）を
新

築
・
増
築
ま
た
は
取
り
壊
し
た
場
合

問
合
せ　

税
務
課　

内
線
1
3
7
・


（
43
）1
1
2
5

も
買
い
取
る
」と
い
う
電
話
が
入
っ
た
。

こ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
い
て
も
大
丈
夫

な
の
か
。

　

複
数
の
登
場
人
物
が
現
れ
、
ま
る
で

演
劇
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
役
を
演

じ
、
消
費
者
を
だ
ま
し
て
契
約
さ
せ
る

詐
欺
的
な
勧
誘
の
手
口
を「
劇
場
型
勧

誘
」
と
い
い
ま
す
。
こ
の
劇
場
型
勧
誘

で
詐
欺
的
な
も
う
け
話
の
ト
ラ
ブ
ル
に

巻
き
込
ま
れ
る
と
い
っ
た
被
害
が
増
え

て
い
ま
す
。

　

勧
誘
手
口
も
だ
ん
だ
ん
と
巧
妙
化
・

悪
質
化
し
、
最
近
で
は
投
資
商
品
と
し

て「
△
×
コ
イ
ン
」な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
仮
想
通
貨
の
取
引
き
を
巡
る
勧

誘
が
活
発
化
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

「仮想通貨」を取引する投資勧誘に注意してください。
【
事
例
】

　

Ａ
社
か
ら「
仮
想
通
貨

を
購
入
す
れ
ば
、
後
で
値

上
が
り
し
、
利
益
が
上
が

る
」と
電
話
が
あ
っ
た
が
、

よ
く
分
か
ら
な
い
た
め

断
っ
た
。

　

し
か
し
、「
と
り
あ
え

ず
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見

る
だ
け
で
も
良
い
」
と
言

わ
れ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が

郵
送
さ
れ
て
き
た
。

　

数
日
後
、
Ｂ
社
か
ら

「
仮
想
通
貨
を
買
い
取
り

た
い
。
購
入
し
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
申
込
書
だ
け
で

今

月

の

納

税

な

ど

固
定
資
産
税　
　
　
　
　
　
　

第
3
期

国
民
健
康
保
険
税　
　
　
　
　

第
6
期

介
護
保
険
料　
　
　
　
　
　
　

第
6
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　
　

第
6
期

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
残
高
不

足
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
納
税
相
談

と
き　

12
月
27
日（
日
）
午
前
8
時
30

分
～
午
後
5
時

と
こ
ろ　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

と
き　

12
月
10
日（
木
）
午
後
5
時
15

分
～
9
時

と
こ
ろ　

納
税
課

日
曜
日
市

役

所
開

庁

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
、
市
役

所
の
一
部
を
開
庁
し
ま
す
。
12
月
は
27
日

（
日
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、

税
務
課
、
納
税
課

上
下
水
道
料
金
夜
間
窓
口

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
8
時
ま
で
）に
上

下
水
道
料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
2

浄
水
場
を
開
庁
し
て
い
ま
す
。
12
月
は

24
日（
木
）で
す
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）0
0
5   

　

0
・
（
48
）0
1
2
0
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■
10
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
2
1
0
件（
急
病
1
3
0
件
、
交
通
事
故
21
件
、
そ
の
ほ
か
59
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
火
災
発
生
件
数
1
件

　
火
災
と
救
急
は
1
1
9
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）9
1
1
9（
幸
手
消
防
署
）〕

介
護
保
険
運
営
協
議
会

委

員

募

集

　

市
で
は
、
幸
手
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

第
6
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定

し
、
介
護
保
険
施
策
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

3
年
に
一
度
の
計
画
見
直
し
に
あ
た

り
、
広
く
市
民
の
み
な
さ
ん
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
た
め
、
公
募
委
員
を
募
集

し
ま
す
。

応
募
資
格　

平
日
に
開
催
す
る
協
議
会

に
参
加
で
き
る
人
で
、
市
内
在
住

の
①
65
歳
以
上
の
人　

②
40
歳
以

上
65
歳
未
満
の
人

※
年
齢
は
、
平
成
28
年
4
月
1
日
現
在

募
集
人
数　

①
②
各
2
人

※
委
員
会
に
は
、
公
募
委
員
の
ほ
か
に
、

医
療
保
健
福
祉
関
係
者
な
ど
も
参
加

委
嘱
期
間　

平
成
28
年
4
月
～
平
成
31

年
3
月
の
3
年
間

活
動
内
容　

年
3
～
5
回
開
催
予
定
の

介
護
保
険
運
営
協
議
会
に
出
席
し
、

介
護
保
険
施
策
に
つ
い
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
観
点
か
ら
意
見
を
述
べ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

報
酬　

協
議
会
へ
の
出
席
1
回
に
つ
き

6
8
0
0
円

応
募
方
法　

指
定
の
応
募
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、「
介
護
保
険

制
度
に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
、
応

募
動
機
を
踏
ま
え
た
小
論
文（
様
式

自
由
、
4
0
0
～
8
0
0
字
程
度
）

を
添
え
て
、
介
護
福
祉
課
へ
郵
送

（
〒
3
4
0

-

0
1
5
2
幸
手
市
大

字
天
神
島
1
0
3
0

-

1
）・
Ｆ
Ａ

Ｘ
・
メ
ー
ル（kaigo@city.satte.

lg.jp

）ま
た
は
、
直
接
持
参

※
小
論
文
を
含
む
応
募
書
類
は
返
却
し

ま
せ
ん
。

※
応
募
用
紙
は
、
介
護
福
祉
課
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で
き

ま
す
。

応
募
期
限　

12
月
25
日（
金
）必
着

結
果　

平
成
28
年
3
月
ご
ろ
、
書
面
に

よ
り
通
知
す
る
予
定
で
す
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）8

 
4
 4 

4
・
（
43
）5
6
0
0

行
政
書
士
無
料
相
談
会

と
き　

12
月
15
日（
火
）
午
後
1
時
30

分
～
4
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
2
階
第
2

会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
生
前
贈
与
、
金

銭
貸
借
な
ど
の
問
題
、
会
社
設
立
、

農
地
転
用
、
開
発
許
可
、
交
通
事

故
示
談
な
ど

問
合
せ　

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部

支
部
☎
0
4
8（
7
3
7
）5
6
1
5

人
権
週
間
記
念
事
業

　

12
月
4
日
～
10
日
の
人
権
週
間
に
合

わ
せ
、
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
と
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
に
よ
る
記
念
事
業

が
開
催
さ
れ
ま
す（
入
場
無
料
）。

と
き　

12
月
12
日（
土
）

と
こ
ろ　

さ
い
た
ま
市
産
業
文
化
セ
ン

タ
ー
（
さ
い
た
ま
市
中
央
区
下
落
合

5

-

4

-

3
）

内
容　

第
１
部
／
平
成
27
年
度
全
国
中

学
生
人
権
作
文
コ
ン
テ
ス
ト
埼
玉

県
大
会
表
彰
式

　

第
2
部
／
講
演
会「
報
道
と
人
権
～

情
報
化
社
会
を
生
き
る
～
」
杉
尾　

秀
哉
氏（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
報
道
局
解
説
専
門

記
者
室
長
）

問
合
せ　

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権

擁
護
課
☎
0
4
8（
8
5
9
）
3
 5 

0
7

教
育
委
員
会
の
事
務
に

関
す
る
点
検
・
評
価
報
告
書

　

市
教
育
委
員
会
で
は
、
所
管
す
る
事

務
の
管
理
お
よ
び
執
行
状
況
に
つ
い

て
、
点
検
お
よ
び
評
価
結
果
を
ま
と
め

た
報
告
書
を
作
成
し
ま
し
た
。
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
合
せ　

総
務
課　

内
線
6
2
3
・


（
43
）3
1
8
8

労
働
・
生
活
問
題
な
ど
で

お

悩

み

の

人

へ

　

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

「
ネ
ッ
ト
21
久
喜
」
で
は
、
労
働
相
談
、

医
療
・
健
康
相
談
な
ど
、
幅
広
い
相
談

窓
口
を
無
料
で
開
設
し
て
い
ま
す
。

と
き　

月
曜
～
土
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

午
前
9
時
30
分
～
午
後
6
時

と
こ
ろ　

久
喜
市
本
町
2

-

1

-

59
池
田

ビ
ル
1
階

問
合
せ　

ネ
ッ
ト
21
久
喜
事
務
所
☎

（
23
）3
5
5
5

○「個人番号カード」の交付開始

　マイナンバーの「通知カード」を簡易書留で受け
取り、任意で「個人番号カード」の交付申請をした
人には、平成 28 年 1 月以降順次、市から「交付通
知書」（はがき）が届きます。
　通知書が届いたら、必要書類を持参の上、市役所
本庁舎 1階市民課へ（交付手数料は初回のみ無料）。
※手続きには、暗証番号の登録が必要です。

○住民基本台帳カードの交付および公的個人認証
サービス電子証明書の発行・更新終了

　「個人番号カード」交付開始に伴い、以下の業務
は終了します。

※現在所有の住民基本台帳カードと、住民基本台帳
カードに記録した公的認証サービス電子証明書
は、有効期限まで利用できますが、「個人番号カー
ド」の交付を受けた場合、発行時に回収します。

業務内容 終了日

住民基本台帳カードの交付 12 月 28 日（月）

住民基本台帳カードへの公
的個人認証サービス電子証
明書の発行・更新

12 月 22 日（火）

【
消
費
者
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
】

①
投
資
に
は
リ
ス
ク
が
伴
い
ま
す
。
必

ず
も
う
か
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

②
勧
誘
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
、
す
ぐ
に

判
断
せ
ず
、
家
族
や
友
人
に
相
談
す

る
な
ど
、
慎
重
に
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

③
仮
想
通
貨
の
取
引
き
は
、
取
引
所
や

両
替
所
に
お
い
て
現
物
通
貨
と
の

交
換
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
現
状
で
は
法
規
制
も
な

く
、
非
常
に
複
雑
な
仕
組
み
の
中

で
取
り
引
き
さ
れ
て
い
ま
す
。
仮

想
通
貨
に
限
ら
ず
、
投
資
対
象
の

仕
組
み
や
リ
ス
ク
へ
の
理
解
が
不

十
分
な
ま
ま
取
引
き
に
関
わ
る
の

は
大
変
危
険
で
す
。

④
勧
誘
に
応
じ
て
投
資
し
て
し
ま
う

と
、
支
払
っ
た
お
金
を
取
り
戻
す

こ
と
は
非
常
に
困
難
で
す
。
困
っ

た
と
き
は
、
消
費
者
相
談
窓
口
へ

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

※
局
番
な
し「
1
8
8
」
へ
電
話
す
る

と
、
相
談
窓
口
に
つ
な
が
り
ま
す
。

「
1い

や

や

8
8
泣
き
寝
入
り
」
と
覚
え
て

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
市
民

協
働
課
内
）内
線
1
9
2
・
（
44
）0 

2
5
7（
毎
週
月
曜
・
水
曜
・
木
曜
・

金
曜
日
午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
1 

時
～
3
時
30
分
）

　

消
費
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
春
日
部
☎

0
4
8（
7
3
4
）0
9
9
9
・

0 

4
8（
7
3
9
）1
1
5
2

マイナンバー　個人番号カードを交付します

問合せ　市民課　内線127・(43)6473

☎


